
 
 

 入札参加者の皆様へ  

平成 29年 3月 30 日  

宇都宮市上下水道局企業総務課 

 

入札契約制度の見直し等について 
 

本市の入札契約制度につきまして，下記のとおり見直し等を行いましたので，お知らせ

いたします。なお，詳細につきましては，別紙を参照してください。 

 

記 

 

１ 入札参加資格登録における各等級を区分する総合点数について 

 平成２９・３０年度入札参加有資格者名簿（建設工事，建設関連業務委託）における等

級区分について，各区分の登録事業者数を適正化し，同一区分内での競争性を確保するた

め，等級を区分する総合点数を見直しました。 

 

２ 総合評価落札方式について 

・ 業者がより参加しやすい制度とするため，簡素でより運用しやすい評価方式に見直しま

した。 

・ 開札日程の短縮や参加者の技術資料作成の負担軽減のため，「実績評価方式」による入札

手続について見直しました。 

・ より高い工事品質を確保するため，優良工事表彰の対象期間や施工場所からの本店距離

等に係る評価点について，見直しました。 

 

３ 多様な入札契約方式の運用について 

 工事品質と競争性の確保を図りつつ，より多くの業者の受注機会を拡大するため，「工事

成績活用型」を引き続き実施いたします。 

 

４ 特定建設工事共同企業体への発注基準等について 

 特定建設工事共同企業体による効果的な施工を図るため，これまでの実績などを踏まえ，

発注基準等について整理しました。また，建設業法の改正に伴い，対象工事区分に「解体

工事」を新設しました。 

 

５  適用日 

平成２９年４月１日
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１ 入札参加資格登録における各等級を区分する総合点数について 

平成２９・３０年度入札参加有資格者名簿（建設工事，建設関係業務委託）における 

等級区分は以下のとおりです。 

 

(1)建設工事 

ア 土木一式工事 （変更有 ※    が変更部分） 

【旧】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 900 点以上 2,400 万円以上

Ｂ 800 点以上 900 点未満 1,400 万円以上 2,400 万円未満

Ｃ 710 点以上 800 点未満 600 万円以上 1,400 万円未満

Ｄ 710 点未満 600 万円未満

【新】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 920 点以上 2,400 万円以上

Ｂ 800 点以上 920 点未満 1,400 万円以上 2,400 万円未満

Ｃ 700 点以上 800 点未満 600 万円以上 1,400 万円未満

Ｄ 700 点未満 600 万円未満

 

   イ 建築一式工事 （変更有 ※    が変更部分） 

    【旧】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 890 点以上 1,500 万円以上

Ｂ 720 点以上 890 点未満 300 万円以上 1,500 万円未満

Ｃ 720 点未満 300 万円未満

 【新】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 890 点以上 1,500 万円以上

Ｂ 730 点以上 890 点未満 300 万円以上 1,500 万円未満

Ｃ 730 点未満 300 万円未満

 

ウ ほ装工事 （変更有 ※    が変更部分） 

    【旧】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 810 点以上 700 万円以上

Ｂ 700 点以上 810 点未満 450 万円以上 700 万円未満

Ｃ 700 点未満 450 万円未満

 【新】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 840 点以上 700 万円以上

Ｂ 710 点以上 840 点未満 450 万円以上 700 万円未満

Ｃ 710 点未満 450 万円未満

別 紙 
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エ 管工事 （変更無） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 910 点以上 900 万円以上

Ｂ 740 点以上 910 点未満 300 万円以上 900 万円未満

Ｃ 740 点未満 300 万円未満

 

オ 電気工事 （変更無） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 980 点以上 1,400 万円以上

Ｂ 790 点以上 980 点未満 400 万円以上 1,400 万円未満

Ｃ 790 点未満 400 万円未満

 

カ 造園工事 （変更無） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 750 点以上 500 万円以上 

Ｂ 750 点未満 500 万円未満 

 

キ とび・土工・コンクリート工事 （変更有 ※    が変更部分） 

1【旧】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 730 点以上 450 万円以上 

Ｂ 730 点未満 450 万円未満 

1【新】 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 740 点以上 450 万円以上 

Ｂ 740 点未満 450 万円未満 

 

 

  (2)建設関連業務委託 

ア 測量業務 （変更無） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 210 点以上 350 万円以上 

Ｂ 210 点未満 350 万円未満 

 

イ 補償関係コンサルタント業務 （変更無） 

等級 総合点数 発注標準金額 

Ａ 170 点以上 500 万円以上 

Ｂ 170 点未満 500 万円未満 
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２ 総合評価落札方式について 

(1) 評価方式の運用方法の見直し 

現在運用している「地域精通度評価方式」を「実績評価方式」へ組み込み，４つ   

の評価方式から３つの評価方式とし，業者がより参加しやすい制度とするため，簡素

でより運用しやすい評価方式に見直しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 入札手続きの効率化 

           開札日程の短縮や参加者の技術資料作成の負担軽減を図るため，「実績評価方式」に

おいて，参加者が評価項目に基づき「技術評価点」を算出し，その結果を入札書とと

もに提出してもらい，技術点と価格点の算出を行うことで，開札日程が約１０日短縮

可能となる新たな方式を導入します。 

（詳細は，  図１  「実績評価方式の実施の流れ」のとおり） 

評価方式 対象工種 対象案件 

技術提案評価方式 全工種 

技術的難易度が極めて高い工事や新しい技術を必要とする

工事など技術的工夫の余地が極めて大きい工事であって，

民間企業の優れた技術力を活用することにより社会的便益

の向上が期待できる案件を選定 

施工能力評価方式 全工種 

一定レベルの工事において設計金額が概ね 6,000 万円以上

の案件で技術的工夫の余地が大きく，入札者の施工能力，

工事成績及び施工計画等と入札価格を一体として評価する

ことで，より高い工事品質に繋がると認められる案件を選

定 

実績評価方式 全工種 

・概ね設計金額 2,500 万円以上の案件で，企業や技術者の

実績等を評価することにより，工事の品質確保が期待でき

る案件を選定 

・ほ装工事及び管工事Ａ等級の案件については，前述に加

え，地域に精通していることで，地域の実情を踏まえた安

全確保が行えるなど，円滑に工事を進められ工事の品質確

保が期待できる案件を選定 
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実績評価方式の実施の流れ 

見直し後 現行 

業者 局 業者 局 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

必要日数合計２５日 （▲１０日間の短縮）       必要日数合計 ３５日   
 

①公 告 

②入札書及び自己評価申
請書提出（電子入札） 

③開札 

④落札候補者となった者のみ
技術評価資料，事後審査確
認申請書を提出 

⑤技術評価資料，事後審査確

認申請書の審査 

⑥審査委員会 

⑦落札決定 

⑤の審査の結果，落札候
補者に変動が生じた場
合は，次順位者から評価
資料等を提出させ審査
を実施する。 

①公 告 

② 技 術 評 価 資 料 提 出
（来庁） 

③技術評価資料審査 

④審査委員会 

⑥技術評価点公表 

⑧技術評価点確定 

⑦疑義照会対応 

⑨開札 

⑤入札書送付（電子入札） 

⑩事後審査確認資料提出 

⑪事後審査確認申請書の審査 

⑫落札決定 

15 日(▲13 日) 

10 日(＋3 日) 

28 日 

7 日 

工事費内訳書と共に技

術評価点の算出に必要

な技術評価点算定資料

一覧表を電子入札にて

提出 

提出された技術評価点と入

札金額に基づき価格点を算

出し，総合点とする。 

提出された技術評価点と入

札金額に基づき価格点を算

出し，総合点とする。 

落札候補者となった場合は，

入札時に算出した技術評価

点を確認するため，事後審査

確認申請書とともに評価資

料を提出する。 

図１ 



5 
 

(3) 評価点等の変更 

 ア 「優良工事表彰」対象期間の見直し 

   １０年間としていた優良工事表彰対象期間を５年間に短縮し，直近の表彰実績を評

価することで，より高い工事品質の確保を図ります。 

 イ 「施工場所からの本店距離等」の評価点の見直し 

施工場所からの本店距離等については，「近隣での施工実績」を有することでも，地

域の状況等を把握でき，円滑な施工が可能であることから，評価点を１.０点から  

３.０点へ引上げました。 

 ウ 評価点等の変更 

    さらなる工事品質の確保を図るため，各方式の目的に，より適した評価点等に見直

しました。（  表１  参照） 

     

 【現行】                                                             表１   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【見直し後】 

     評価方式 

評価項目 

施工能力 

評価方式 
実績評価方式 

地域精通度 

評価方式 

 ― Ａタイプ Ｂタイプ ― 

企業能力評価 8.25 8.25 7.25 6.25 

技術者能力評価 2.50 8.50 7.25 2.75 

社会性評価 2.00 3.00 2.25 3.50 

地域貢献・ 

地域精通度評価 
0.25 0.25 3.25 7.50 

施工計画 7.00 ― ― ― 

合 計 20.0 20.0 20.0 20.0 

        評価方式 

評価項目 

施工能力 

評価方式 

     

 
― 土木・建築・管 

舗装・ 

管（地域性の高いもの）

企業能力評価 8.25 8.25 6.25 

技術者能力評価 2.50 8.50 4.50 

社会性評価 2.00 3.00 2.75 

地域貢献・ 

地域精通度評価 
0.25 0.25 6.50 

施工計画 7.00 ― ― 

合 計 20.0 20.0 20.0 

実績評価方式 
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３ 多様な入札契約方式の運用について 
 

(1) 「工事成績活用型」について 

   「工事成績活用型」を引き続き実施し，高い工事品質の確保を図ります。 

 

 

４ 特定建設工事共同企業体への発注基準等について 

特定建設工事共同企業体による発注基準等について，次のとおり整理しました。また，

建設業法の改正に伴い，対象工事区分に「解体工事」を新設しました。（  表２  参照） 

 

                                表２   
 

工事区分 設計金額 構成員数 

土木構造物工事 
２億円以上４億円未満 

４億円以上 

２者

３者

建築物工事 
３億円以上５億円未満  

５億円以上 

２者

３者

造園工事 
１億円以上３億円未満  

３億円以上 

２者

３者

設備等工事 
２億円以上４億円未満  

４億円以上 

２者

３者

解体工事 

土木構造物 

２億円以上４億円未満  

４億円以上  

建築物 

３億円以上５億円未満  

５億円以上 

２者

３者

２者

３者

 

※ 構成員の数については，工事が大規模であり，かつ，技術的難易度の高いと認められる

ものについては，基準を超える構成員数を設定できるものとします。  

ただし，構成員数については，これまでの実績を踏まえ，最大概ね５者までとします。 

 


